
令和５年９月 20日 

条例第 33号 

御船町中小企業等振興条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、中小企業及び小規模企業（以下「中小企業等」という。）が

御船町（以下「町」という。）における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、

中小企業等の振興に関し、基本理念を定め、中小企業等の振興に関する施策を

総合的に推進することにより、中小企業等の成長及び持続的発展を図り、地域

経済の活性化を実現し、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 中小企業 中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１項各

号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをい

う。 

（２） 小規模企業 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者で

あって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

（３） 中小企業等以外の企業 前２号以外の事業を営む者であって、町内に

事務所又は事業所を有するものをいう。 

（４） 商工会 商工会法（昭和 35年法律第 89号）に規定する商工会であっ

て、町内に事務所を有するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進するよう努

めるものとする。 

（１） 中小企業等による経営基盤の強化及び経営の革新を図るための創意工

夫と自主的な努力が図られること。 

（２） 自然環境、地場産品、人材、技術、産業構造その他町が有する資源を



総合的に活用し、地域経済の循環が図られること。 

（３） 中小企業等の経済的かつ社会的な環境変化への円滑な適応が図られる

こと。 

（４） 町及び関係機関が相互に連携し、町民の協力を得て中小企業等の振興

を推進すること。 

（施策の基本方針） 

第４条 前条の基本理念に基づく施策の基本方針は、次のとおりとする。 

（１） 経営革新、事業承継及び人材確保などの中小企業等の経営基盤の安定

及び強化 

（２） 創業及び新たな事業の創出などの中小企業等の起業等の促進 

（３） 中小企業等に関する情報の収集及び提供などによる中小企業等の育成

支援 

 （４） 中小企業等における相互の連携及び関係機関との連携 

（町の責務） 

第５条 町は、前条に定める施策の基本方針に基づき、中小企業等の振興に関す

る施策を総合的に実施するものとする。 

２ 町は、中小企業等が地域経済の活性化に寄与していることについて、住民の

理解を深めるよう努めなければならない。 

（中小企業等の役割） 

第６条 中小企業等は、経済的かつ社会的な環境変化に応じて、自らの経営基盤

の強化、経営革新等に努めるものとする。 

２ 中小企業等は、商工会への加入等による地域貢献及び地域経済の活性化に努

めるものとする。 

３ 中小企業等は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、

安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。 

（商工会の役割） 

第７条 商工会は、中小企業等の経営力向上、経営基盤の強化及び経営の革新に

積極的に取り組むとともに、町が行う施策の実施に協力するものとする。 



（中小企業等以外の企業の役割） 

第８条 中小企業等以外の企業は、本町の地域経済の活性化における中小企業等

の振興の重要性を理解し、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力

するよう努めるものとする。 

２ 中小企業等以外の企業は、商工会への加入等による地域貢献及び地域経済の

活性化に努めるものとする。 

（金融機関の役割） 

第９条 金融機関は、第３条の基本理念に基づき、中小企業等の円滑な資金調達、

経営の改善及び向上並びに町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力

するよう努めるものとする。 

（町民の理解と協力） 

第10条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の活性化において重要な役割を果

たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるもの

とする。 

（財政上の措置等） 

第11条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置

を講ずるよう努めるものとする。 

２ 町は、発注する工事、物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行

及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、中小企業等の受注の機会の確保

を図るよう努めるものとする。 

（中小企業等活性化会議） 

第12条 中小企業等の振興に関する施策を推進するため、御船町中小企業等活性

化会議（以下「活性化会議」という。）を置く。 

２ 活性化会議は、中小企業等の振興に関する施策について調査審議するととも

に、中小企業等の振興に関して町長に提言することができる。 

（その他） 

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

改正） 

２ 御船町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

31年条例第 31号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「 

御船町議会情報公開審査会委員 

指定管理者検証委員会委員 

政治倫理審査会委員 

特別職報酬等審議会委員 

総合計画審議会委員 

デジタル田園都市国家構想総合戦略推進会議委員 

空家等対策協議会委員 

防災会議委員 

国民保護協議会委員 

交通安全対策協議会委員 

地域福祉計画策定委員会委員 

介護保険運営協議会委員 

介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定委員会委員 

男女共同参画社会推進会議委員 

人権擁護審議会委員 

民生・児童委員推薦会委員 

地域密着型サービス運営協議会委員 

地域包括支援センター運営協議会委員 

要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会委員 

障害福祉計画策定委員会委員 

日額 4,000円 



公立保育園施設検討委員会委員 

子ども・子育て会議委員 

災害義援金配分委員会委員 

健康づくり推進協議会委員 

農業委員会委員選考委員 

農業振興地域整備促進協議会委員 

特産品認定審査委員会委員 

都市計画審議会委員 

水防協議会委員 

水道事業経営戦略委員会委員 

地域連携保全活動協議会委員 

教育環境整備主要課題検討委員会委員 

教育振興基本計画策定委員会委員 

教育振興基本計画評価検証協議会委員 

学校給食センター運営委員会委員 

社会教育委員 

公民館運営審議会委員 

カルチャーセンター運営審議会委員 

図書館協議会委員 

人権教育・啓発基本計画策定委員会委員 

恐竜博物館協議会委員 

文化財保護委員 

土地改良事業施行評価換地委員 

」を「 

御船町議会情報公開審査会委員 

指定管理者検証委員会委員 

政治倫理審査会委員 

特別職報酬等審議会委員 

日額 4,000円 



総合計画審議会委員 

デジタル田園都市国家構想総合戦略推進会議委員 

空家等対策協議会委員 

防災会議委員 

国民保護協議会委員 

交通安全対策協議会委員 

地域福祉計画策定委員会委員 

介護保険運営協議会委員 

介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定委員会委員 

男女共同参画社会推進会議委員 

人権擁護審議会委員 

民生・児童委員推薦会委員 

地域密着型サービス運営協議会委員 

地域包括支援センター運営協議会委員 

要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会委員 

障害福祉計画策定委員会委員 

公立保育園施設検討委員会委員 

子ども・子育て会議委員 

災害義援金配分委員会委員 

健康づくり推進協議会委員 

農業委員会委員選考委員 

農業振興地域整備促進協議会委員 

特産品認定審査委員会委員 

中小企業等活性化会議委員 

都市計画審議会委員 

水防協議会委員 

水道事業経営戦略委員会委員 

地域連携保全活動協議会委員 



教育環境整備主要課題検討委員会委員 

教育振興基本計画策定委員会委員 

教育振興基本計画評価検証協議会委員 

学校給食センター運営委員会委員 

社会教育委員 

公民館運営審議会委員 

カルチャーセンター運営審議会委員 

図書館協議会委員 

人権教育・啓発基本計画策定委員会委員 

恐竜博物館協議会委員 

文化財保護委員 

土地改良事業施行評価換地委員 

」に改める。 

 （御船町附属機関設置条例の一部改正） 

３ 御船町附属機関設置条例（令和２年条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表町長の部特産品認定審査会の項の次に次のように加える。 

中小企業等活性化会議 中小企業等の振興に関する施策を推進

するため、中小企業等の振興に関する

施策について調査審議する。 

 


